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福島ロボットテストフィールド屋内水槽試験棟大水槽 予定価格
自 南相馬市原町区萱浜地内 最低制限価格
至 調査基準価格

※　上記入札額に消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

業　　者　　名 入　札　額　及　び　再　入　札　額 落札額（契約額）

路線・河川名
工事箇所

32,995,600
－

工 事 概 要 大水槽補修工事

業 者 コ ー ド

本庁公所審 議 番 号

落 　札 　者 　の 　住 　所

（１） （２）

（３） （４）

（１） （２）

（３） （４）

（１） （２）

（３） （４）

（１） （２）

（３） （４）

（１） （２）

（３） （４）

（１） （２）

（３） （４）

（１） （２）

（３） （４）

（１） （２）

（３） （４）

（２）

（３） （４）

（１）

令和4年12月12日

当初・変更
工事執行機関 32021

入 札（ 見 積 ）執 行 調 書
入 札 （ 契 約 ）結 果 書

令和4年12月12日

令和4年12月12日

土木工事
完成 令和5年3月31日

年災 事項

22-32021-0007 工　事　名工事番号

発注種別令和4年12月12日入札執行年月日

福島ロボットテストフィールド屋内水槽試験棟大
水槽補修工事

南相馬市原町区東町三丁目４１番地

東北建設株式会社
（３） （４） (32,450,000)

29,500,000（１） （２）29,500,000
100002564



随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

変更契約の内容

　変更契約をする理由

1 現場精査による数量増（減）

2 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）工事追加による増額

3 その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

変 更 契 約 年 月 日

変 更 後 の 完 成 年 月 日

変 更 後 の 契 約 金 額

１　随意契約理由
○令和４年３月１６日に発生した福島県沖を震源とする地震によって、福島ロボットテストフィールド屋内水槽試験棟大水槽に
おいて躯体の傾き、構造目地部の開き、水位の低下等の被害が生じ、使用を停止している状況である。
○当施設は福島イノベーション・コースト構想の中核拠点の１施設であり、稼働できないことで、浜通り地域の復興・創生に影
響が生じることから、早期に破損個所の補修を行い、使用を再開する必要がある。
○屋内水槽試験棟では主に水中ドローンの実証試験や操縦訓練が行われており、廃炉に係るロボット開発にも活用されてい
る。近年では、ダムなどの水中構造物の点検需要や北海道での遊覧船の事故を受けた捜索需要が拡大しており、水中ド
ローン産業が活発化している。
○当施設の大水槽は国内でも有数の試験施設であり、使用できない期間が長期化することで県内のみならず、国内の水中ド
ローン関連産業の振興に支障をきたすことから、早急に補修を実施する必要がある。
○なお、当施設はこれまでも施工時における躯体の沈下や地下水の流入、令和３年２月の地震発生時における躯体の沈
下、構造目地部の開きなどの現象が発生しており、その補修にあたっては有識者等の意見を踏まえ、方針を決定する必要が
あることから、外部の有識者等から構成する検討委員会を設置し、復旧方針の検討を行ってきた。
○年度当初から被害状況の調査、補修方針の検討を行い、１１月に再発防止も含めた補修方針が決定した。検討会の委員
からも早期再開に向けた補修の必要性について発言もあったことから、一刻も早い復旧・再開が必要である。
○以上の理由から、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第５号及び、福島県財務規則施行通達第２６９条関係１－（２）に
基づき、競争入札に付すことが適当でないことから、随意契約とする。

２　単独見積理由
○東北建設株式会社は福島ロボットテストフィールド屋内水槽試験棟整備工事の施工者であり、令和３年２月福島県沖地震
発生時には大水槽の経過観測を受注するなど、当該水槽の構造やこれまでの経過を熟知している。
○また、当該修繕工事は、修繕規模が大きいことや他に類を見ない大水槽構造体の補修となることから、資材発注や工法の
確認等の調整に時間を要するが、当該事業者はこれまでの経験に基づき、現場を熟知し、迅速な対応ができる唯一の事業
者であることから、見積相手先とした。

年　　　　　　　月　　　　　　　日

年　　　　　　　月　　　　　　　日


